
岩手県告示第549号 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情

報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令（平成26年総務省令第85号）第49条第１項の規定に基づき

、同項に規定する特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を平成29年６月12日地方公共団体情報システム

機構に委任した。 

平成29年７月14日 

岩手県知事 達 増 拓 也  
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